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  令和２年４月３０日   

京都市長 門 川 大 作   

京都市規則第   号 

京都市深草墓園条例施行規則の一部を改正する規則 

京都市深草墓園条例施行規則の一部を次のように改正する。 

第９条第１項前段中「満了後１箇月以内」を「の満了の日まで」に改め，同項後段を削

り，同条第３項中「，第１項の期間内に，」を「第１項の日までに」に改める。 

第１０条の見出し中「使用料」を「使用料等」に改め，同条中「第９条第２項」の右に

「（条例第１８条において準用する場合を含む。）」を加える。 

第１４条を第１８条とし，第１３条の次に次の４条を加える。 

（利用許可の申請） 

第１４条 条例第１５条の規定により利用の許可を受けようとする者は，次に掲げる事項

を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。 

⑴ 申請者の住所及び氏名 

⑵ 利用する日時 

⑶ 祭祀等に係る死者の氏名及び当該死者が墓園に納骨された日 

⑷ 前号の死者の申請者との続柄 

⑸ 利用の目的 

⑹ その他指定管理者が必要と認める事項 

（受付期間） 

第１５条 前条の規定による申請は，利用しようとする日の２箇月前から受け付けるもの

とする。 

（利用の許可） 

第１６条 指定管理者は，第１４条の規定による申請があった場合において，当該申請に

係る利用を許可したときは，文書によりその旨を申請者に通知する。 

（準用） 

第１７条 第１１条の規定は，集会室の利用に係る料金の減額又は免除について準用する。

この場合において，同条中「条例第１１条」とあるのは，「条例第１８条において準用

する条例第１１条」と読み替えるものとする。 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，令和２年５月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の京都市深草墓園条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）

第９条の規定は，令和２年６月１日以後に収蔵期間（京都市深草墓園条例第３条第２項

に規定する収蔵期間をいう。以下同じ。）が満了する短期使用者等（改正後の規則第９

条第１項に規定する短期使用者等をいう。以下同じ。）について適用し，同日前に収蔵

期間が満了する短期使用者等については，なお従前の例による。 

（保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課） 


